
 

職員の休憩時間変更期間の終了について 

 

この間、深刻な電力不足に対応するため、社会の電力需要のピーク時

の電力消費を抑える、ピークカットの取組みとして、職員の休憩時間に

ついて変更してきたところです。 

しかしながら、冬期の電力需要のピークは、夏期と異なり、朝・夕を

中心に長時間となることから、休憩時間の変更の効果等が得られにくい

ため、職員の休憩時間の変更は平成23年12月16日（金）をもって終了し、

12月19日（月）からは通常の休憩時間に戻ることとなりますのでお知ら

せします。 

平成23年12月19日以降の休憩時間 

  従来の午後 0 時 15 分から午後 1 時まで 

  （平成 23 年 12 月 16 日（金）までは、午後 1 時から午後 1 時 45 分まで） 

◆  休憩時間中の窓口・電話対応について 

 休憩時間中にお問い合わせいただいた場合は、お問い合わせの内

容によりましては、お待ちいただく場合もございます。あらかじめ

ご了承ください。 

 また、入札参加申請書類等の受付、資格審査書類の提出や契約書

等の受け渡しなどでお越しいただく際には、なるべく上記時間帯は

お避けくださいますようよろしくお願いします。 

なお、開札予定日時につきましては、入札説明書のとおり変更あり

ません。 


